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博多湾人工島埋立事業公金支出差止訴訟 ・損害賠償請求訴訟

井 上 禎 男

第一審 ・福岡地方裁判所平成6年(行 ウ)第14号 、平成6年(行 ウ)第15号 、

平成6年(行 ウ)第16号 、損害賠償等請求、公金支出差止請求事件、平成

10年3月31日 第二民事部判決、請求棄却、却下(確 定)。 判例 タイムズ第

998号149頁 、判例時報第1669号40頁 。

以下、Ⅰ およびⅡ で事実の概要にふれ 、皿で争点お よび裁判所の判断を整理 し、Ⅳ でⅢ におい

て整理 した枠組みにそった検討 を行 う。

Ⅰ　博 多 湾 人 工 島 埋 立 事 業 に つ い て

福岡市は、広域交流拠点機能の整備 のための 「港湾機能の強化」、市の産業の高度化 と人材 の

定着 を図 るための 「サイエ ンスパー クの形成」、住宅用地お よび親水性 の高い緑地空間の創造を

内容 とす る 「快適な都市空間の形成」、東区和 白周辺の交通渋滞の解消を核 とす る 「東部地域の

交通体系の整備」 を目的 として、1989年7月 の博多港港湾計画の改定(当初からの陸続き約550ヘ ク

タ一ルの埋立計画を変更)に基づき、博多湾東部の既存の海岸線お よび前面の海域(和 白干潟)を 残 し

なが ら、和 白干潟沖の南西水域に 「人工島」（「アイランドシティ地区」)を建設す る事業 を推進 した。

当該事業は、国、福岡市に加え、第三セクター方式で福岡市が国 と博多港開発株式会社 ととも

に設立 した博多港ふ頭株式会社によつて行 われた。 当該埋立工事は1994年7月 に着手 され 、人工

島方式 に変更後の総埋立面積は401.3ヘ クタール 、着手後約10年 間で全体の土地造成 を完了す る

計画である(進捗状況としては、2003年度までに、全体面積のうちの約212ヘ クタール:53パ ーセントの用

地が竣工済み)。 総事業費は4588億 円である(1)。

「アイラン ドシティ ー整備事業」 と称 され る当該事業(以 下、本件事業)は 、その実施 までに、

1984年8月28日 の閣議決定に よる 「環境影響評価実施要綱」(以下、閣議アセス)等 に基づ く環境影

響評価(以 下、本件アゼス)にかかわ る諸手続(事 業者である福岡市による準備書の作成 ・広告 ・縦覧、説

明会の開催および意見聴取、事業者による評価書の作成 ・広告 ・縦覧等)、 さらには、公有水面埋 立法

(以下、埋立法)に基づ く埋立免許付与の諸手続(港 湾管理者の長である福岡市長への埋立免許出願、出願

の告示および埋立願書等の書類の縦覧等、港湾管理者の長から主務大臣である運輸大臣(当時)への認可申請



等お よび認可、港湾管理者の長か らの免許付与等)を 経 てい る(以 上、本件アセス と埋立法上の両手続 を、

本件手続 と用いる)。

Ⅱ 本 件 訴 訟 と 当 事 者 の 主 張

本件事業 については3つ の事件(第14号 事件、第15号事件、第16号事件)が提訴 され、本件訴訟にお

いて併合審理が行われた。

まず 、第14号 事件 では、本件事業をめ ぐる調査 ・研究等 に目的を限定 した、福岡市に住所 を有

す る権利能力なき社団 「博多湾人工島を考 える会」が原告(X1)と な り、福岡市長 を被告(Y1） と

して、地方 自治法(以 下、地自法)第242条 の2[2002年3月 の地自法改正以前の規定。以下、本条につき

同様。なお、2002年に改正された地自法については 「改正地自法」と用いる]第1項 第1号 に基づ く公金

支出差止請求および、地 自法第242条 の2第1項 第4号 に基づ く損害賠償請求を行った。

ここでX、 は、環境保全への配慮の不十分 さが埋立法第4条 第1項 第2号(公 有水面埋立免許の許

可事由)違反 を構成 し、 さらに本件環境影響評価の内容お よび手続の不 当等が、地方公共団体の

執行機関であるY1の 誠実執行義務 を定める地 自法第138条 の2に 違反すること、そ してこの2

点により、本件事業には 「重大かつ明白な違法性が存在する」ことを主張 した。 さらに本件事業

は 「環境権」および 「付近住民の人格権」を侵害す るものであり、憲法第25条 および第13条 に違

反す ると主張 した。

これに対 しY1は 、本案前の抗弁 として、そ もそ もX1が 住 民訴訟を提起できる 「地方公共団

体の住民」にあた らず、原告適格を有 しないこと等を主張 した。 さらに本案についても、本件事

業にかかわる本件手続の適法性を主張 し、「条理上負 うべき一般的抽象的義務 にす ぎ」ない誠実

執行義務 にそ くしてもなお、Yiは 、埋立法上の適正な手続 を行使 していること、さらに、 こう

した環境に配慮 した環境保全対策を講 じているがゆえに、人格権および環境権への侵害(憲法第13

条および第25条違反)も ないとした。

つぎに、第15号 事件では(第14号事件の原告を構成する自然人とは別の)自然人である福岡市の住民

らが原告(X2)と な り、(第14号:事件同様)行 政庁 としての市長 を被告(Y1)に 、地 自法第242条 の2

第1項 第1号 の規定に基づ く公金支出差止請求を行った。

ここでX2は 、和 白干潟等の自然環境の重要性 を主張 し、本件事業が埋立法第4条 第1項 第1

号にい う 「国土利用上適正且合理的」 とはいえず、事業 自体に必要性お よび合理性が認 められな

いこと、また本件事業によって自然お よび生活環境が著 しく破壊 されるか ら、本件事業が埋立法

第4条 第1項 第2号(埋 立に際しての環境保全等への配慮規定)に違反 し、福岡市民の人格権お よび環

境権 を侵害することを主張 した。 さらにX2は 、本件事業が、埋立法第4条 第1項 第3号 の 「法

律ニ基ク計画」 としての環境基本法上の環境基本計画等や、いわゆるラムサール条約等の諸条約



に違背 し、埋立法第4条 第1項 違反 となること、さらに本件手続が憲法第31条 の適正手続 の保障

に も反す ることを主張 した。

これに対 しY1は 、本案前の抗弁 と して、第14号 事件 と第15号 事件の請求内容が重複す るため、

第14号 事件が適法に係属 しているのな らば、第15号 事件の訴 えは地 自法第242条 の2第4項(別 訴

禁止規定)に違反 し不適法であるこ とを主張 した。 さらに本案について も、本件事業の各 目的にそ

った必要性および本件事業の手続上の適法性等を主張 し争った。

最後に、第16号 事件では、福岡市に住居 を有す る住民 ら(第14号事件の原告を構成する自然人と一

部重複する)が原告(X、})となって、第14号 事件の請求原因を引用 し、まずは(第14号:事件および第15

号事件同様に)行政庁 と しての福岡市長 を被告(Yl)と して、地 自法第242条 の2第1項 第1号 に基

づ く公金支出差止請求を行った。 さらに第16号 事件においてX3は 、市長個人 も被告(Y、)と して、

第14号 事件同様の損害賠償請求を行 った。

これに対 しY2は 、本案前の抗弁 と して、第16号 事件に先立って第14号 事件が係属 してお り、

両事件の請求が重複するために、第14号 事件が適法に係属 しているのならば第16号 事件の訴 えは

地 自法の別訴禁止規定によって不適法 となること、第14号 事件が不適法で第15号 事件が適法 に係

属 しているのな らば、第16号 事件の訴 えの うちヽ市長(Y1)を 被告 とす る請求は第15号 事件 と同

一内容になるので
、別訴禁止規定によって不適法となること等を主張 した。本案については、第

14号事件の主張を引用 した。

Ⅲ　争 点 お よ び 判 旨

第14号事件につき、却下。訴訟費用は原告(X1)の 負担。

第15号事件につき、原告ら(X2)の 請求を棄却。訴訟費用はX2の 負担。

第16号事件につき、本件口頭弁論終結時に福岡市に住所を有 しない原告2名 の

訴えを却下し、その余の原告ら(X3)の 請求を棄却。訴訟費用はX3の 負担。

1.住 民訴訟における権利能力なき社 団の原告適格(第14号事件の却下理由)

X1は 権利能力なき社団であるが、「権利能力なき社団についても、法人 と同様に、主たる事

務所の所在地を住所地と考えて何 ら不都合 はない(地方税法317条の2第7項 参照)か ら、主た る事務

所 の所在地が定め られていれば、これ を法人 と区別 して扱 う理由はない」。 また、権利能力なき

社団に原告適格 を認めても、なお個人 としての住民が住民訴訟 を提訴することは可能であ り、さ

らに代表者の定めがある権利能力なき社団は、法人同様に地方税の納付義務 を負 う(地方税法第12

条)か ら、 「権利能力なき社団であるか らといって、その ことの故のみ をもって、原告適格を否定

す るのは相当でない」。

もっとも、権利能力なき社 団の設立 目的が、「当該地方公共団体の住民ではあっても、個人 と

しては住民訴訟を提起する意思のない者たちが、専 ら団体の名で住民訴訟を提起す る 目的で権利



能力なき社団を結成 した り…さらには、住民でさえない者たちが住民訴訟を提起する 目的で参集

して、権利能力なき社団を結成 し、その主たる事務所を当該地方公共団体の区域 内に置 くことに

よって、右住民訴訟を提起す る」場合 には、 「住民訴訟の制度趣 旨に反する」。 こうした場合には、

当該社団の原告適格 を否定すべきである。X1は 「設立時期 と訴訟活動開始時期 とが比較的密着

してい ること、その後 も右[住 民監査請求および本件訴えの提起似 外には さしたる活動を展開 して

いないこと、会員資格を福岡市民に限定 してお らず、現 に福岡市民でない者が会員になっている

ことが認 め られ るか ら…総合的に考慮す ると、原告につい ては、右場合に当た る」。X1に は原

告適格は認 められない。

2.Y1・Y2の 本案前の抗弁ない しは各事件の関連 。地 自法上の別訴禁止規定 と民訴法上の共

同訴訟参加

(第15号 事件)

第14号 事件の訴 えが不適法であ り、同事件がすでに係属 しているとの理由によって、第15号 事

件の訴えが禁止 され るとい うことはない。 よって、第15号 事件においてY1が 主張する本案前の

抗弁には理由がない。

(第16号 事件)

第14号 事件の訴えが不適法である以上、第16号 事件 の訴えが、地 自法第242条 の2第1項 第4

号違反(損 害賠償請求)を問われる理由はない。

もっとも、第15号 事件 と第16号 事件 との訴 えの同一性の有無の判断に際 しては、「単に請求の趣

旨が同一であるか否かではな く、請求の対象 となる行為が実質的に同一であるか否かによって決

せ られ る」。両事件は 「公金支出の対象事業の点では殆 ど重な り合 う関係 にあ るし…結局、両者

の請求の対象 は同一であるもの と認め られ る。 したがって、第16号 事件の うち被告市長[Y1]に

対す る訴 えは、地方 自治法242条 の2第4項 に違反 しているもの といわざるを得ない」。 「しか し

なが ら、この ような場合 においても、後訴が住民訴訟 としての他の要件 を充足 しているのであれ

ば、民事訴訟法52条 の共同訴訟参加 としての効力があるもの として扱 うのが相 当であるか ら、い

ずれ に しても直ちに不適法 として却下すべきではない」。

本案 につ き、「第15号 事件の訴えと第16号 事件 の うち被告市長に対す る訴え([ただし、第16号事

件につき本件口頭弁論終結時に福岡市に住所を有 しない原告2名 の訴えは除く])については、これ を共 同

訴訟 として取 り扱い、ここで一括 して判断す ることとする」。

3.本 案につき、住民訴訟における公金支出の原因行為の違法性に関する問題

「(地自法)242条 の2第1項1号 に基づ く差止請求訴訟は[最判昭和53年3月30日 が判示する、財務

会計上の違法な行為または怠る事実の予防 ・是正を裁判所に請求する権能を住民に与えることによって、地



方財務行政の適正な運営を確保することを目的とする]住民訴訟の一類型 として、財務会計上の行為 を

行 う権限を有する当該執行機関又は職員に対 し、職務上の義務 に違反する財務会計上の行為の差

止めを求めるものにほかならないか ら、右差止めの対象 となる当該執行機関又は職員の財務会計

上の行為自体が財務会計法規上の義務に違反す る違法なものであることが必要であ り、たとえこ

れに先行する原因行為に違法事由が存す る場合であっても、それのみでは足 りず、更に右原因行

為 を前提 と して された当該執行機関又は職員の行為 も違法 と評価 され るものでなければな らない

・(最高裁平成4年12月15日 第3小 法廷判決民集46巻9号2753頁 参照)」
。,

「ただ、原因行為がいわゆる行政処分に該 当す るときは、行政事件訴訟法3条2項 の取消訴訟

によ り取 り消 されない以上、あくまで有効なもの として取 り扱われるか ら、この場合には、単に

原因行為が違法であることを主張するだけでは足 りない」。 「そ して、埋立法2条1項 に規定する

免許は…右取消訴訟の対象 となる 『行政庁の処分』 に当たる」か ら、「右免許は、取消訴訟によ

り取 り消 されない以上は、一応有効なもの として取 り扱われ ざるを得ない性質の ものである…。

そ うす ると、埋立免許を取得 した者 としては、右免許が取消訴訟などのより取 り消 されない以上

は、これが有効であることを前提 として振舞ってよく、右免許が違法であるか否かを検討すべき

法的義務を負っているとか、免許が違法であると判断 したときはこれに基づ く埋立工事 を中止す

べ き義務 を負 っているなどと解することはで きない」。

「右の理は、埋立免許 を取得 した者が地方公共団体であるときもそのまま当てはまるもの とい

うべ く、 したがって、右地方公共団体の長が右免許 を踏まえて工事請負契約 を締結す るなどし、

これ に基づいて公金支出をしたか らといって、右支出行為が直ちに違法 となることはない」。 「た

だ し、右免許が著 しく合理性を欠き、予算執行の適正確保の見地か ら看過 しえない瑕疵があると

い う場合には、右免許の有効性を前提 とした財務会計上の措置を講 じる義務はないばか りか、そ

のよ うな措置 を講 じるべきではないのであって、それにもかかわ らず 当該措置を講 じた ときは、

違法性があるもの と解す るのが相当である(最高裁平成4年12月15日 第3小 法廷判決民集46巻9号2753

頁参照)」。

「そ こで、本件についてこれを見ると、証拠上、本件免許が取消訴訟で取 り消 された とか、港

湾管理者の長たる福岡市長が本件免許を職権で取 り消 した とい う事実は認められないか ら、本件

免許は一応有効に存在 しているもの とい うべ く、 したがって、本件公金支出等が違法 となるため

には、本件免許が著 しく合理性を欠きそのため これに予算執行の適正確保の見地から看過 し得な

い瑕 疵があることが必要である」。

4.本 案につ き、埋立法第4条 第1項 違反 およびその他法令違反該当性

(1)同 条項第1号 違反

X2の 主張は、和白干潟等の重要な自然環境 を犠牲 に してまで本件埋立てを遂行す る必要はな

いとい う趣 旨 と解 され る。埋立ての必要性 の要件の具体化に関す る証人証言および同旨のX2の



主張である 「①海浜でなければ立地できないものであること、②必要最小限の計画であること」

とい う基準については、「埋立てと自然環境の保全 との調和を図るとい う観点か らは有用な もの

であ り、特に埋立ての施策を立案 ・決定す る任 にある者 としては、当該埋立ての是非を慎重 に判

断 し、自然環境への影響を最小限に止め るために右基準を採用す ることが期待 されるのではある

が、 これを埋立法4条1項1号 の解釈論 として採用す ることができるかといえば、消極 とせ ざる

を得ない」。本件埋立ての対象が「重要な 自然環境である和白干潟の前面浅海域であることを考

慮す ると」、埋立ての 「必要性の程度は相 当高度の ものでなければな らない」が、人工島建設 の

必要性 は認 められ る。 また 「本件整備 事業に係 る予算は福 岡市議会において議決 され てお り」

「必要以上の過大なものであるとの評価は され ていないことが窺われ るから、単に費用負担が大

であることをもって直ちに本件整備事業に合理的な必要性がない と結論す ることはで きない」。

(2)同 条項第2号 違反および人格権 ・環境権の侵害

「(本件整備事業における環境影響)評 価書 には、その内容において決 して軽視す ることので きな

い問題 点がある」 ものといわざるを得ず、「厳 しい批判 を免れ ない」。 「これは、環境影響評価 を

して本来備えていなければならない筈の科学的で客観的な正確 とはやや異質なものを感 じさせ さ

えする」。 「しか しなが ら、本件環境影響評価及び本件評価書はおよそ環境影響評価の名 に値 しな

いものとい うべ きか といえば、そこまで決めつけることはできない し、それ故、福岡市が一応 の

環境影響評価 の義務 を果た していることを否定することもできない」。 「そ うすると、本件整備事

業が埋立法4条1項2号 に違反 しているとか、福岡市民の人格権 ・環境権 を侵害するとは未 だい

えず、結局 この点に関す る原告 らの主張は採用す ることができない」。

(3)同 条項第3号 違反

環境基本法第15条 に基づ く環境基本計画および生物の多様性 に関する条約に基づ く生物多様性

国家戦略は、「いずれ も本件免許時においては存在 しなかったのであ り、本件免許がこれ らに違

反するかどうかを論ずべき理由がない」か ら、X2の 「主張は失当である」。

(4)同 条項違反(自 然保護に関する条約違反)

「和白干潟がラムサール条約の登録湿地になっていないことは当事者間に争いがなく、また…

福 岡市 としては、本件埋立事業の実施 において、湿地及び水鳥の保全に一応留意 してい るこ とが

認 め られ るから、本件埋立事業が右条約 に違反 しているとはいえない」。 「各2国 間渡 り鳥条約に

ついては…努力義務規定 しか置いてお らず、そ もそ も条約違反を云々す ることはできない」。

5.本 案につき、憲法第31条 違反および地自法第138条 の2違 反該当性

X2の 主張は、福岡市が法令等所定の意見聴取手続 を誠実に遵守 していない との主張 と解 され

るが、「福岡市は法に従った手続は適正に履 践 している とい うことができるか ら」X2の 主張に

は理 由がない。

環境影響評価 についてのX2の 主張は、結局の ところ市が依拠 した閣議アセスに対す る 「批判



的な立法政策論」にす ぎない。 「もっとも、福岡市が真に和 白干潟等の 自然環境の保全 を重視 し、

それ と本件整備事業の調和 とい うことを目指 しているのであれば、右事件原告 ら[X2]の 主張す

るよ うな環境影響評価の手法を採用することも決 して不可能なことではないのであるから、その

限 りでは、右 事件原告 ら[X2]の 批判を単なる立法政策論にすぎ ないとして簡単に切 り捨てて し

まうのも適 当とはいえない。 しか しなが ら、本件整備事業の実施の時点においては、環境影響評

価の実施 の具体的 な拠 り所 となるのは実施要綱[閣議アセス]しかなかったのであ り、 しか も実施

要綱 自体が閣議決定 とい ういわば行政機関内部の取決めにす ぎないため、実施要綱に もとづ く環

境影響評価も、あくまで も法的拘束力を有 しない行政指導 として、事業者の任意の協力があって

初めて実施 され るにとどまる(…)と い う状況にあった ことも事実である」。 「そ うす ると、福岡市

が実施要綱に規定された ところ以上の環境影響評価 を実施すべき法的義務を負 うもの とすること

はできず、 したがって、右事件原告 ら[X2]の 主張は、結局の ところ、本件整備事業ない しは本

件免許の違法性 を根拠付けるものたり得ない」。

Ylの 環境影響評価条例制定への消極的態度 についてX2が 行った批判 は、条例制 定がY1の

「政治的裁量」に属す る事項である以上、不作為の違法とい うことはできない。

X3(第16号 事件原告)が 疑問 を呈す る、本件環境影響評価書の作成過程 をめぐる主張については、

いずれ も採用す ることができない。

6.結 論部分

X2お よびX3のY1に 対する請求については 「いずれ も理 由がない ことに帰する」。 もっとも、・

埋立法第4条 第1項 第1号 につき、埋立ての必要性の要件 の具体化に関する証人証言お よび同旨

のX2の 主張[前 記4一(1)部 分で示した①②の2要 件]に 照 らせ ば、埋 立ての必要性の有無につ いて

の結論 が異なるか もしれないし、「本件環境影響評価の在 り方についても、決 して軽視 し得ない

問題点がある」。 「しか も、本件整備事業に対 しては、福岡市民はもとより相当広範に根強い反対

意見があることも既に見たところか ら明 らかであるのに、福岡市 としては右意見に真摯に耳を傾

ける姿勢に欠ける嫌いがなかったとはいえない」。 「これ らの諸事情を踏まえるならば、この際、

本件整備事業 を抜本的に見直す とい うようなことさえ一つの政治的な決断 として考えられないで

はない」。 「しか しなが ら、前記のよ うな法的判断が導かれ る以上、当裁判所が、本判決において、

進んで右のよ うな対応 に結び付 く結論 を選択する余地はないもの とい うほかはない」。

X3に よるY2に 対する損害賠償請求は、地自法第242条 の2第1項 第4号 に基づくものであ り、

第16号 事件におけるX3の 主張は、原因行為にあたる本件整備事業に重大かつ明 白な違法があ る

ことのみを主張するものである。「その点で第15号 事件の訴 えと同様 の側面を有するか ら、原因

行為の違法性 が財務会計行為の違法性生にどのように影響 を及ぼすかについて判断す る必要がある

が、その判断基準 としては、同項1号 に基づ く訴えと別意に解すべき理 由はなく、結局は、本件



免許が著 しく合理性 を欠きそのためこれ に予算執行の適正確保の見地か ら看過 し得ない瑕疵があ

るか否かに従って判断すべきであ る」。

「そ こで右基準に従って検討す ると[前記判示のとおり]埋立法4条1項2号 違反 、憲法13条 ・25

条違反及び地方 自治法138条 の2違 反 のいずれの主張も採用す ることができない」。

よって、X3のY2に 対する損害賠償請求には理 由がない。

Ⅳ検 討

1.は じめに

2002年 の地 自法改正(以 下、改正地自法)に よる新たな住民訴訟規定(第242条 の2)の 立法趣 旨はつ

ぎの2点 にある。そのひとつは、違法な財務会計行為の事前抑制を図る一方で、きわめて例外的

ない しは限定的なケースを想定す るとい う留保のもとに、人の生命への危険ない しは身体への重

大な危害、それに匹敵す るよ うな重大な利益侵害の際に差止請求を認 めないことである。いまひ

とつは、第1項 第4号 の損害賠償請求規定が、個人を被告 とせず、新たに地方公共団体の執行機

関を被告 とす ることによって、地方公共団体の積極的な施策の展開を期待することである(2)。

本件訴訟はこうした改正地 自法施行前の住 民訴訟であ り、しかも、閣議アセスの手続が問題に

された事案である。 したがって、その今 日的な意義については、確かに稀薄の感 を免れない。

しか し、本件における前記5つ の争点(皿 一1～5)は 、きわめてユニークなものであ り、それ

は 「環境住 民訴訟」上(3)、 看過 できない論点 を提示するもの といえる。その意 味で本訴は、改

正地自法への移行後 もなお参酌 され るべきケースであるように思われ る。す なわち本訴において

注 目すべ きは、さしあた り、いわゆる閣議アセス等を根拠 とす るアセスメン トが実施 されていた

時期にもかかわ らず、市の行ったアセスメン トに対 して、実質的かつ批判的な司法判断が下 され

た点、埋立法や条約をめぐる環境関係法令における詳細な議論の展開をみた点、権利能力なき社

団の原告適格性の問題や別訴禁止規定 と共同訴訟参加の問題 といった争点が正面か ら取 りあげら

れた点、になるだろ う。

なお、本訴については、判例 タイムズお よび判例時報冒頭にある識者 コメン トのほかに、参照

の限 りで、すでに安本典夫教授に よる判例評釈が公表 されている(4)。以下は、こ うした先行研

究にも適宜ふれながら、前記Ⅲ で示 した争点 と判 旨にそくした検討を行 う。

2.判 示Ⅲ 一1部 分の検討

判決 は、権利能力なき社団であるX、 に、主たる事務所の所在 を理 由とす る住所要件 を認 め、

地方税の納付義務の観点か らこれ を法人同様に解 し、さらに個人たる 「住民」の住 民訴訟提起 を

妨げるものではないことを理 由に、ひ とまずXlの 原告適格 を肯定 した。 しか しなが ら判決は、



X1の 設立 目的に着 目した場合、XIが 「住民」ではない者 をも含み、訴訟提起の活動 を 目的 と

す る団体であるか ら 「住民訴訟」の制度趣 旨に反す るとして、結果的に原告適格を有 しない と結

論づ けている。

判示に したがえば、住民訴訟における権利能力なき社団の原告適格の判断基準は、① 「住民訴

訟」の制度趣 旨にかな う団体構成要素と しての 「住民」の存在 と、②設立時期 と訴訟活動の開始

時期 の切迫性を基準 とする、「住民訴訟」の制度趣 旨にかなった当該団体の設立 目的の存在 、と

い うことになる(以下、本件判断基準①②)。

判決 も危惧するように、当該地方公共団体の 「住民」ではない者が、もっぱら訴訟 を目的 とし

て当該 「団体」を結成することになれば、確かに、濫訴抑止の観点か らする批判が説得性 をもつ。

またこ うした批判は、判決が念頭に置 く 「住民訴訟」の制度趣旨にかな うものとして是認 され る

ことになる。後述するように、ここでどのよ うに、また どの程度 「住民性」 と 「団体性」にコミ

ッ トするかによって、判断ないしは評価は分かれ ることになるだろう。

本件判断基準①②に拠れば、判示が 「住民訴訟」における 「団体性」の意義 と 「団体」におけ

る 「住民性」の強調 とみ るほかはないか ら、いずれか一方の問題 として論 じることはできない。

そ こでまずは、判決が言及す る 「住民訴訟」概念にふれなければならない。 ここでの私見は、

住民訴訟がいわゆる 「客観訴訟」であ り 「民衆訴訟」であることを前提に して も、やは りそ こで

の原告 の利益が 「一般の権利保護訴訟 における原告の利益 と全 く異質な ものであるとはいえな

い」 こと(5)に 、留意すべきであると考 える。そのために、「主観訴訟」的な要素への配慮 を当

然に除外す ることはできない(6)。 おそ らくはこの ことが、「住民」 による 「団体」の構成、 「団

体」 を構成する 「住民」の性格を考 えるメル クマールになる。

前記の観点に立てば、本訴の場合、X1に 対 して、本件判断基準① について福 岡市民でない者

が一部含まれていることを摘示 し、また、あくまで本件判断基準② に応 じてその枠内での 「設立

目的」 を課すことが不可欠の要請 といえたのかは、疑問である。そ して、む しろこの種の団体の

.「設立趣 旨」に照 らし団体の権利能力を重視す る立場に拠れば(7)、 特定の事業にかかわるもので

あって も、地方公共団体の"一 定の"「 住民」を主体 としなが らひろく財務行政の適法性 の保障

に資す る団体な ら、従来か らそれ を肯定的に解する見解 に倣 い(8)、原告適格 を肯定すべ きこと

になる。 ここで 「財務行政の適法性の保障に資する」意義 は、前記のような 「住民訴訟」の 「主

観訴訟」的要素への配慮の必然性 を認 めて も失われない。また、「団体」の 「設立趣旨」に照 ら

して 「財務行政の適法性の保障に資する」か否かを判断する際に、あえて本件判断基準②にみ ら

れ るよ うな 「時期」の 「切迫性」の要件 を問題 にす ることもない。

このことは、判決が前提にする 「住民訴訟」理解 に依拠 しても同様に論ず ることができるので

はないか。結局、本判決が本件判断基準①②の併用をもって考慮事項 とす る 「住民性」 と 「団体

性」の理解 にあっては、多様 な 「住 民性」を容認す ることになるはずである。 ここで従来か ら

「住民性」を重要視する見解(9)に 照 らしてみて も、本判決はその射程に収ま るものではないだ



ろ う。それは、本判決における"ひ とまずの"X1の 原告適格の肯定とは相容れないか らである。

本判決が、個人たる 「住民」の住民訴訟提起 を妨 げるものではないことに言及 しなが ら、権利能

力なき社団であるX1の 原告適格 を"ひ とまず"認 めたことは、監査請求人としての地位お よび

実体要件の充足の観点か ら原告適格性 を否認する先例(10)とは明 らかに異なるものである。

いずれ にせ よ、X1の 原告適格の問題 に限れば、本判決が決 して 「団体性」のみ に固執 した判

断を行ってはいないことは確かである(その意味で本件と注(9)事 件とを対照する意義は失われないだ

ろう)。また、ここで独 自の判断枠組(本 件判断基準①②)を 示すことによって、判断の明確性 を指

向 しているよ うにも解 される。その意味で、本判決 には、積極的な評価の余地がある(11)。

しか し、前記の観点か らすれば、本件 におけるX、 の原告適格は本来的に認め られるものにな

るか ら、第14号 事件を却下する必然性はなくなることになろ う。

ただ し、本訴にお けるX1の 原告適格 をめ ぐる問題を検討す る際には、本訴が併合審理 である

ことがよ り大きな意味 をもつ。つ まり、本訴 が併合審理 であったことは、第14号 事件 にお ける

X1の 原告適格 を否認 し却下判決を導いた ものの、結果的には、第15事 件 と、第14号 事件の請求

原因を引 く第16号 事件 とをひろく同一の請求 として扱い、共同訴訟参加 を認めた。つま り、第14

号事件の審理は事実上、 自然人であるX3を 原告 とする第16号 事件に移行す ることによって、そ

の限 りにおいてではあるが、実現をみたわけである(この点は、直接的には、以下皿一3で の検討課題

になる)。

そ して、併合審理の事情 を考えるときにさらに注 目すべきは、第15号 事件の原告X。 が4号 請

求を行 っていないことであ る。 この点で本訴には、さらなる 「一定の見解」(12)を読み込む こと

が可能である。つま り、あくまで帰結からの推測で しかないが、裁判所がそれに応 じた ことも含

めて、ある種の訴訟技術上の工夫 ともみれ る本訴特有の事情が類推 され ることになる。本訴にお

けるこうした特徴をどのよ うに考慮すべきか、この点は容易ではない。そのため、ここでの類推

が本件の原告適格性の判断にどのよ うに影響 したのか、この点を加味 してもなお、本訴が住民訴

訟 における権利能力なき社団の原告適格性 をめ ぐる問題一般についての先例にな り得るのか、明

言す ることはできない。

それでもあえて、こうしたいわば個別特殊な事情を内包 した本訴における原告適格性の問題 を

結論づけるのな らば、つまるところ福岡地裁は、何よ りも濫訴ない しは 「制度の濫用的な訴 え」

への危惧を重視 したとみることができるq3)。

そ して本件において、第16号 事件において 口頭弁論終結時に福岡市に住所を有 しない原告2名

の訴えが却下されたことも、こ うした危惧か ら説明す ることは困難ではない。前記 した 「住民

性」の重視 と 「住民」要件の厳格理解に依拠するまでもなく、訴えの提起か ら口頭弁論終結時ま

での一貫 した 「住民たる資格」は、学説 ・判例において もひろく支持 されているω 。

「住民訴訟」の 「主観訴訟」的性格の強調は、おそ らくは、本件判 旨とは相容れないものであ

る。 「団体」における 「住民」を問題 にする場合に も、「客観訴訟」 としての 「住民訴訟」におけ



る 「団体」の 「住民」には、「"一貫した"住 民たる資格」がなじむのであろ う。

しか し、ステ レオ タイプの"濫 訴なるもの"へ の危惧が どれほどの現実性 をもつ ものなのか、

ま してや 「住民訴訟が客観訴訟であ り、誰で も出訴できるといいなが ら現実には最高裁判決まで

十数年か ら20年余もかかるか もしれぬ訴訟期間を考慮す ると、およそ転勤 ・転職のない定住 自営

業者お よびその家族程度 しか この権利 を行使 しえぬ とい うことになる」(15)とい う事実に どのよ

うに対処すべきだろ うか。 ここで"出口"で 問 うことの意義 よりも、住民監査請求時および出訴

時 とい う"入 り口"の 問題で考えるほ うが、はるかに説得的であるように思 う(16)。

3.判 示Ⅲ-2部 分の検討

住民訴訟において別訴が禁止 され る同一請求の範囲を画する基準について、判例はこれまでに

必ず しも明確な判断を示 してお らず、また、同一請求の範囲についての学説は、① 「訴訟物の同

一性 によって画する」か、②(監 査請求を前置しているか否かの判断基準に同じく)「請求の対象 とな

る財務会計上の行為又は怠 る事実の同一性 によって画す る」かに分かれ る、 と説かれ る（17）。

別訴禁止違反の不適法な訴えの却下をめ ぐっては、ただちに却下を導 くべ きではなく、継続中

の訴訟への併合可能性を探 る見解 もあれば、あくまで適法なものとして扱 うことができない以上、

却下すべきとする見解 もある(18)。

本件の場合 には、第一に、第14号 事件が却下 され第15号 事件が別訴禁止規定に違反 しない とさ

れた。 このことは、ともに地 自法第242条 の2第1項 第1号 を根拠にする、(第14号事件の請求原因

を引く)第16号 事件 における公金支出差止請求の審理 と、第15号 事件 にお ける審理の重複をめ ぐ

る問題 を生 じる。 ここで本判決は、この第15号 事件 と第16号 事件の関係 を 「最 も広い 『同一請

求』概念」(19)として取 り扱 い、結果的 に請求対象を同一視 しなが らもただ ちに却下す ることな

く、後訴の住民訴訟 としての他の要件の充足を理由に、共同訴訟 として一括判断 している。

第二に、Y2(市 長個人)を被告 とした地自法第242条 の2第1項 第4号 を根拠 とす る第16号 事件

にお けるX3の 損害賠償請求は、Y1(行 政庁としての市長)を 被告 とした第14号 事件 でのX1の 請求

原因を引くものであった。 この点について判決は、第14号 事件却下による請求理由の継続可否に

明言することなく、X3のY2に 対する請求を独 自のものとして取 り扱い、実質的に判断 した。

この第一の点についての本判決の特色は、ま さに 「参加人の請求項 目の方が当初原告の請求事

項 よりも広 く、その下で、あえて 『請求の同一性』 をひろくとらえた ところ」にあ り、それゆえ

ここでは とくに、上訴の段階で(本 判決は確定しているが、それでも)請 求項 目の広狭の整合性 をど

のよ うにとるかとい う問題を残す(20)。

本判決の不明確 さは、第一の点のみならず第 二の点についても同様である。 ここで も前記請求

理由の継続可否 についての判断理由が示 されて しかるべきであるが、本判決はこの点に言及 しな

い。関連 して、本判決が 「結論部分」において、埋立免許の合理性 と予算執行 の適正確保が担保

されているか ら、本件で問題 とされる各法令違反を構成 しない、として損害賠償請求に理 由がな



い と判断 した こと、すなわち1号 請求 と4号 請求を別意に解 さずに、市長個人を被告 とす る損害

賠償請求(4号 請求)に 固有の判断枠組みを示 さなか ったことも非常に不可解である(21)。この点 に

ついては、以下4で 検討す る公金支出の原因行為の違法性 をめぐる問題で取 りあげる。

いずれにせ よ、 こうした観点からみた場合の本判決の特異性は、際立ったものといえるだろ う。

本判決は、「別訴の提起があった場合には、他の訴 えの提起 の要件 を備えている限 り不適法 と

して却下す ることな く、民事訴訟法75条[注:現 行規定は52条]に よる共同訴訟参加 の申 し出として

の効力が認め られ る」 とす る先例(22)の枠組みに、倣 ったものか。ただ、こ うした先例同様 に、

別訴禁止 と訴訟参加を 「訴訟行為の転換の一一種 として認めたもの」 と考えれば、ここで 「裁判所

が釈明 して共同訴訟参加の医師の有無を明確 に した うえで、その効力を認めるべき」なのか もし

れ ない(23>。それで も、本判決にみ られ るここでの"不 明確 さ"な い しは"特 異性"は 、本訴特

有の事情も しくは 「一定の見解」か らの帰結 として語れば足 りるものなのだろ うか。

結論か らすれば、こうした別訴禁止 と共同訴訟をめぐる本判決の判断枠組みは、却下を導 くた

めの形式主義的な判断を回避 している点で、おそらくは肯定的に評価 されるべきものだろ う。 し

か しそれならば、実質的な観点か ら、また 「訴訟行為の転換の一種」であるな らばなお さらのこ

と、 ここでの判断理由の不十分 さ、不可解 さを可とす ることはできない。

4.判 示Ⅲ―3お よび結論部分の検討

公金支出原因行為の違法性判断にあたって本件福岡地裁が依拠す る先例は、いわゆる 「東京都

一 日校長事件」の平成4(1992)年 最高裁判決である(21)
。教育委員会 による校長の名 目的な嘱任行

為の決定 と、長の補助機関である出納処理機 関の公金支出 とを切 り離 して とらえなが らも、両者

の関連において先行する非財務会計上の行為が 「著 しく合理性を欠き、予算執行の適正確保 の見

地か ら看過 しえない瑕疵があるとい う場合には」、後行す る財務会計上の行為にその違法性 が引

き継がれる、 とする事案である。'

公金支出原因行為 を"違 法支出行為"と して措定す るこうした最高裁の審理傾向は、 「著 しく

合理性 を欠 き、予算執行の適正確保の見地か ら看過 しえない瑕疵」の実体ない しは許容範囲の問

題 を残す にせ よ、ここでの"積 極性"を 志向す るもの と解 され る(25)。本判決 も、いわばこ うし

た傾向把握のー一端に位置づけられるものだろう(26)。

それならば、非財務会計上の行為である先行行為 としての公金支出原因行為における違法が、

後行の支出行為た る財務会計行為に引き継がれ ることで説明すれば足 りるのだろ うか。 この点で

本件においてなお注 目すべきは、やは り、先行する公金支 出原因行為が 「整備事業」であ り 「免

許」 とい う 「行政庁の処分」であった点になろ う。 この点を敷衍すれば、判決は、それが争訴 も

しくは職権で取 り消 され ないのならば 「一応有効に存在 している」 とするか ら ここであえて

"一応"と 判示す る含意は果た してどのよ うな ものか― 前提 としての
、いわゆる 「公定力」理

論を完全に排除す るものではないと考え られ る。 もっとも、この点にかかわる理解は、そ もそも



「公定力」概念を どのよ うにみ るかにも拠るし、他方、ここで判決が明言 しない 「公定力」を推

認す ることは、違法な原因行為が 「行政処分」であることにいわば親和的であるにす ぎないと解

することもできる。

住民訴訟において先行行為の 「公定力」の存在 を前提 にす ることは、損害賠償請求である4号

請求ならば格別 、1号 請求上では一般に可能 とされ る。すなわち、両行為の連続性に着 目し、先

行行為の 「重大かつ明 白な瑕疵」を問題に して無効原因該 当性を説 くことで、いわゆる 「違法性

の承継」理論 を"準 用"す ることができるわけである(2η。 しかも、 「行政処分」が先行す るケー

スにおいては とくに、「違法性」の問題が審理対象の中心になるか ら(28)、なお さら 「重大かつ明

白な瑕疵」概念に依拠す る意味はある。

しか し本件の判断手法に拠れば、こ うした 「公定力」理解に基づ く従来の瑕疵理論を前提 とす

る 「行政処分」性 を、ことさらに意識 しない したがって厳密な意味での違法性承継理論の引

用ではない とみ ることも不可能ではない。そこで注 目すべきは、本判決において 「著 しく合

理性 を欠き、予算執行の適正確保の見地から看過 しえない瑕疵」がメルクマール と して立てられ

たことである。 こうした見解に依拠すれば、違法性 をめ ぐるメル クマール上での瑕疵 をめぐる議

論が、必ず しも一般的な 「公定力」理解か らの要請に縛 られず それゆえに、判決は"一 応"

と判示 したのか 従来の瑕疵理論の俎上で論 じられ る無効ない しは取消の観点か らす る 「法主

体 ・機関」の問題 を精査す る必然性 とも距離 をとることができる(29)。それゆえ、「免許」の 「合

理性」や 「有効性」に対 して、果た してどの程度立ち入った判断を行 うことができるのかとい う

疑義についてはひ とまず措 くとしても、まずはここで 「予算執行 の適正確保の見地か ら」とした

判示の含意は重要である(繰 り返すが、それでも当該メルクマールの実体ないしは許容範囲の問題は残る)。

そ して本件において、まず1号 請求上で先行 ・後行の違法性の問題が論 じられていることか らす

れば、こうしたメル クマール 自体については、ひ とまず評価すべきもの と思われる。

しか し、第16号 事件をめぐる4号 請求の問題 に進んだとき、判決 は、ここで原因行為 としての

本件整備事業の"重 大かつ明 白な違法"の みを原告が主張す ることを摘示 しながら、1号 請求 と

同 じメルクマールに拠 る判断 を行った。すなわち、損害賠償請求 としての4号 請求の場合におい

て も、「判断基準 としては、同項1号 に基づ く訴えと別意に解すべ き理 由はなく、結局は、本件

免許が著 しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地か ら看過 し得 ない瑕疵があ

るか否かに従って判断すべき」とす る。 さらに、ここでの結論は、「右基準に従 って検討す ると」

「埋立法4条1項2号 違反、憲法13条 ・25条違反及び地方 自治法138条 の2違 反のいずれの主張 も

採用す ることができない」か ら、X3のY2に 対す る損害賠償請求には理由がない、 とするのみ

である。

前記 してきたよ うな、先行行為が 「行政処分」であることの特性にかかわるメル クマール上の

議論をひ とまず措 いて も(30)、ここではやは り、1号 請求の問題 と して論 じられる先行 ・後行の

違法性の問題が、4号 請求の問題 と同列に論 じられてい ることを問題視 しなければならない。



この点に関 してはやは り、「『職員個人に対する』『損害賠償請求』の訴 えとしての特有の構造

についての検討が全然なされてお らず、妥当ではない」 と評す る以外 にはないだろ うし、さらに

この点 もふまえてメルクマールの問題 に立 ち戻るのな らば、結局、判決は、通常の 「一般的な無

効原因た る瑕疵理論」 とは異なる瑕疵類型に依拠す ることを明 らかに した(31)にすぎないのかも

しれない。 しか しそれでも、ここでメル クマール 自体に注 目すれば、やは り評価すべきものなの

だろ う。

つまるところ本判決 もまた、 ここで厳密な"場 合分け"に 基づ く理論構成 を採 らなかった、と

い うことになる。 もっとも、判例理論 におけるこうしたメルクマール をめ ぐる"積 極性"志 向が、

救済可能性に直結す るのか とい う問題 も考えなければならない。仮にこの観点から本件における

メル クマールの立てかた自体を評価す ることができて も、前記 「特有の構造 についての検討」を

本判決が放棄 した点は、なお非難 を免れないだろ う。

5.判 示Ⅲ 一4部 分の検討

ひろく 「環境訴訟」上の問題 として公有水面の埋立を争 う場合には、埋立免許の取消訴訟や埋

立工事についての民事の差止訴訟の手法 も可能である。 しか しなが ら、取消訴訟については、そ

もそ も一般的に要件審理 における原告適格性判断の厳格 さが障害になるとされる(32》。また、埋立

の 目的 ・用途が 「裁量処分 としての免許処分をお こな う場合の判断材料」にとどま り、免許のた

めの環境保全配慮義務 も 職 量処分をなすにあた り、かかる配慮義務が要求 され るにとどまる」

ものである以上、当該手法を用いることは 「極めて限定された場合にのみ 可能」であると説かれ

る(33)。民事差止訴訟について も、埋立免許が 「他人の生命 ・健康への侵害につ き受忍義務 を課

していない」 ことか ら、 「他人 の生命 ・健康への侵害」 を根拠 とする限 りにおいて認め られ ると

解 され る(34)。

そこで、ここで住 民訴訟を利用すれば、「住民」であれば足 りる点で訴訟要件が緩和され、「地

域環境 に対する住民の環境保全利益 とい う観点」か ら、さらには 「環境の保全に反 しない行財政

の運用を求 めるとい う訴訟 の 目的」か ら、 より適合的であることが指摘 されている(35)。あえて

この訴訟形式を選択 して争 ったのが 「織 田が浜訴訟」であり、ここで もまた、埋立法第4条 第1

項の第1号 および第3号 違反が主張された(同条項第2号 違反を原告は主張しなかった)(36)。

ここでは、そ もそ も支出行為の違法を争 うなかで埋立免許の違法を主張できるのか、 とい う点

を問題にす ることもできる(37)。しか し、「織 田が浜訴訟」の差戻 し後 の高裁判決(高 松高判平成6

年6月24日 判例地方自治第126号31頁)は 、実際に本案審理 にまで踏み込んで、(い わゆる瀬戸内法の解

釈問題とならんで)埋 立免許の性格や埋立法上の免許基準(要件)の 問題 を審理 した。埋立法上では、

埋立法第4条 第1項 第1号 違反 について 「国土利用上適正且合理的」の判 断基準(要件)と 、同条

項第3号 違反について瀬戸内法に基づ く愛媛県 「計画」の違背が問題 とされた。

当該 「織 田が浜」判決では、とくに第1号 違反について、「国土利用上の観点か ら、① 当該埋



立の必要性、②埋立の公共性 、③ 当該 自然海浜の保全の重要性、④ 当該埋立自体および埋立後の

土地利用が周囲の 自然環境 に及ぼす影響等 とを比較衡量の上、諸般の事情を考慮 して、⑤瀬戸内

海にお ける自然海浜 をできるだけ保存するとい う瀬戸内法の趣 旨を踏 まえつつ、合理的 ・合 目的

的に判断すべき もの2と された。 しか しなが ら、結論 としては、裁量権の逸脱 を認めるには至 ら

なかった(38}。

前掲判示Ⅲ 一4部 分における埋立法第4条 第1項 第1号 についての本件福岡地裁の判断にも、

ある程度 こ うした 「織田が浜訴訟」差戻審判決にみ られ る基準(要件)の 枠組み との共通項を見出

すことができる。 しか し、基準(要件)の 立て方か らして も、具体的な裁量統制の審理の観点か ら

みて も、本訴のほ うが"か な り緩やかな実体審査"を 行 っていることは否 めない。

本訴 では、第1号 違反にかかわるX2の 主張について、「基準」 とされ る埋立の必要性 に関す

る具体的要件2つ の有用性が認 められた。 しか し、それは裁判所がみて 「有用」であっても、同

号の解釈論か らは採用できない と結論づけ られた。また、対象 とされ る自然環境の重要性 自体を

認めなが らも、人工島建設の必要性 については、議会による予算執行の議決 とい う事実、さらに

は費用負担額の観点から許容すべ きとされた。本訴や 「織田が浜訴訟」差戻審判決の ような事案

においては、まずもって疑いなく、(事実上)「埋立出願者 と埋立権者が同一であることを考慮する

と、具体的適用に関す る審査の基準 ・過程には問題が残」されるはずである(39)。

つま り、この種の訴訟において埋立法違反を持ち出 しても、そもそ も審理 されないか、仮に両

判決のように審理 され ても、そこでの 「裁量権の逸脱」が認 められることは事実上あ り得ない と

考 えざるを得ない(40)。

「織 田が浜訴訟」差戻審高松高裁判決は、埋立法における埋立免許 をめぐる裁量がそもそも自

由裁量 なのかに関 し、従来か らの 「自由裁量性 を否定 し、同時に要件判断に関しては免許権者に

裁量の余地があることも認 め」た（41）。解釈については評価 の余地があ るだろ うが、それ をむ し

ろ 「埋立免許に関す る要件 、効果 といった各要素の判断か らすれば、自由裁量 とは解 されず…基

準 の充足が免許付与の最小限度 と解すべ き」もの として とらえ(42)、進 んで、 「1号 要件 は 『適

正』『合理的』 とい う不確定概念 を用い、また、開発 と環境保護 とい う政策的要素が強いので完

全な法規裁量ではないが、大幅な裁量も認め られず、3号 要件は法規裁量 とす る見解がある」 と

みる立場に依拠すれば(43)、ここでの司法審査のあ りかたは、理論上、第3号 要件については明

らかに、また第1号 要件に関 しても相当の確実 さをもって、裁判所による判断代置審査を認 める

ことになるはずである。仮 にこうした審査のあ りかたについて、よ り慎重になった として も、免

許決定に至るプロセスにおける環境保全措置への配慮や適切な自然環境への認識、他者の意見の

考慮等の観点 を精査する手法を採ることも不可能ではないはずである(44)。

いずれ にせよ、本訴における裁量統制をめぐる判断のあ りかた自体が、「織 田が浜訴訟」差戻

審高松高裁判決にもま して不明確 である以上、所詮 、本訴の第1号 要件の審理に関 しても 「裁量

権の逸脱」による免許の違法を帰結することは不可能なのだろ う。



なお、本訴にお ける埋立法第4条 第1項 第3号 の判断をめ ぐっては、「法律ニ基 ク計画」 とし

て環境基本法上の環境基本計画等が主張され 、またいわゆるラムサール条約等の諸条約に違背す

ることによって、埋立法第4条 第1項 違反 となることが主張された。争いかた としては非常に興

味深いが、前記裁量審査の問題 を別に して も、そ もそもこの点での裁判所の判断には理由がある

もの と思われ る。

ただ、ここでよ り注 目すべきは、埋立法第4条 第1項 第2号 違反および 「人格権 ・環境権」侵

害 にかかわる判示部分ではないだろ うか。 この点は 「織 田が浜訴訟」では争われなか った論点で

あるが、ここで本件福岡地裁判決が(Ⅳ ー1で もふれたように)いわゆる閣議アセス等を根拠 とす る

アセスメン トが実施 されていた時期にもかかわ らず、市の行った本件アセスに対 して、実質的か

つ批判的な司法判断を下 した点は、本訴の大 きな特色であると思われ る。

判決は、「(本件整備事業における環境影響)評 価書には、その内容において決 して軽視することの

できない問題点がある」 もの といわ ざるを得ず、 「厳 しい批判 を免れない」、「これは、環境影響

評価をして本来備 えていなければな らない筈の科学的で客観的な正確 とはやや異質な ものを感 じ

させ さえす る」 と判示 した。 しか し、ここでの結論 もまた、「一応の環境影響評価 の義務を果 た

していることを否定す ることもできない」以上、第2号 違反にはあたらないとする。判決があえ

て ここまで言及するのな らば、む しろ第2号 違反 と結論づけることも不可能ではない ように も思

われる。 しか し、当時の制度の枠組みにあっては、やは り司法に当該判示以上の帰結を期待す る

ほ うが難 しいとみるベきなのだろ う。 あるいは、X2が 主張 した 「批判的な立法政策論」を裁判

所が結論 として排除 しなかった とみて評価すべきものか。

さらに、判決はここで、「本件整備事業が…福 岡市民の人格権 ・環境権 を侵害する とは未 だい

えず」 と判示す る。 ここでは前提になる 「福岡市民の人格権 ・環境権」なるものの意義 を、別途

精査する余地 もあろう(45)。

「織田が浜訴訟」差戻審高松高裁判決同様 に、本件福岡地裁判決では、先行行為の違法性判断

にあたって埋立法上の免許の適法性 に立ち入った判断がなされた。 この点のみ をとらえても、お

そ らくは十分に 「環境住民訴訟 」上の特徴た り得るはずである。

もっとも、こ うした問題 を検討する際には、やは り埋立法自体の問題点にも言及せ ざるを得な

い。1973(昭 和48)の 法改正 によって、埋立法第4条 所定の環境配慮規定が盛 り込まれ ることにな

ったにせ よ、依然 として法 自体が1921(大 正10)年 制定当時のままに 「埋立ては善であるとい うそ

の基本的発想にはなん らの変更 も加 え られていない」 ものである以上(46)、現行法制度上の機能

不全は必然だろ う。両訴訟で問題に された条項 も含めて、もはや解釈論の域 を超 えて、「住民参

加により定め られた沿岸域全体の利用計画に従った埋立を含む沿岸域の利用 と管理 に関す る制度

の確立の検討を行 うべ き」である(47)。少な くとも、現行の埋立法上で段階的な措置 を採 る程度

の ことは積極的に行われてよいはずである。具体的には、埋立法 自体に計画段階での情報開示を

徹底 させ、住民の意見表明の機会 を確保す ることによって 「住民参加 の実質化」を図 ることや、



"埋 立出願者 と埋立権者の事実上の同一性"に 対 して収用委員会等の独立 した第三者機関による

審査 を組み込む ことで処方すること、さらには、条文上免許付与が可能な公益上必要な場合を限

定列 挙すること等が考えられる(48)。こ うした現行 の埋立法上の課題が解消 されない限 り、「環境

住民訴訟」における当該論点をめ ぐる抜本的な進展がみ られ ることはない。

6.判 示Ⅲ 一5部 分の検討

本件手続 の問題 を考える際にここで憲法第31条 と地 自法第138条 の2違 反を主張することは、

前記 した埋立法第4条 第1項 第3号 をめぐる主張同様、争いかた としては非常に興味深い。

しか しこの点について も、やは り地 自法第138条 の2が 抽象的 な行為規範であることを免れ な

い以上(49)、また本件で問題 とされたのが閣議 アセスであった ことか らしても、裁判所 の判断に

は理 由があると考えざるを得ない。

7.結 語

本訟が併合審理をもって判断されたことは、かな り複雑な判断の枠組みを提示す ることになっ

た。 この点 で本訴の特異性は先例をみない ものである。そ しておそ らくは、今後 も類例 をみない

もの と考 えられ る。本訴では、「環境住民訴訟」上の考え得る争点が網羅的に取 りあげ られ るこ

とになった。

仮に本件が上訴 されていたな らば、本訴はいっそ う注 目を集 める事案になったのかも しれない。

しか し、本訴の弁護団および原告は、控訴の必要性 を認 めなかった。その理由は、とくに結論部

分の判示箇所か ら明瞭 にされる(5°1。評釈 と して判決 を検討す る際にも、本訴 において裁判所が

つ ぎの くだ りを判示 していることは、やは りきわめて異例なことであると考 えざるを得ない。

「本件環境影響評価の在り方についても、決 して軽視し得ない問題点がある」。「しかも、

本件整備事業に対しては、福岡市民はもとより相当広範に根強い反対意見があることも

既に見たところから明らかであるのに、福岡市としては右意見に真摯に耳を傾ける姿勢

に欠ける嫌いがなかったとはいえない」。「これらの諸事情を踏まえるならば、この際、

本件整備事業を抜本的に見直すというようなことさえ一つの政治的な決断として考えら

れないではない」。

Ⅳ-1で もふれたが
、本訴が今後に向けて も参酌 され る意義は、決 して失われないものと考 え

る。



【注 ・註釈 ］

(1)福 岡市港湾局 「ISLAND-CITY.NET」(http://www.island-city.net/project/index.htm1)に掲載 され るデータ

に拠れば、当該事業全体の担当内訳は、福岡市が203.4ヘ クタール(2194億 円。ふ頭用地、港湾関連用

地など。進捗率43.5パ ーセン ト)、国が6.1ヘ クタール(544億 円。航路、岸壁、泊地な ど。進捗率93.3

パーセ ン ト)、博多港開発が191.8ヘ クタール(1850億 円。住宅用地、産業集積、総合公園など。進捗

率46.8パ ーセ ン ト)である。なお、博多港開発は1961年10月 に設立 された会社であ り、資本金は64億

円(福 岡市51パ ーセ ン ト、民 間49パ ー セ ン ト)、 現 在 の社 長は 山崎広 太郎 ・福 岡市 長 で あ る

(http://www.port-hakata.cojp/)。また、博多ふ頭株式会社 は、1993年4月 設立、資本金7億 円で、福岡

市が主要株主である(http://www.hakatako-futo.cojp/index2.html)。

(2)解 説 として、参照、法令解説資料総覧第245号(2002年6月)17ー21頁[藤 田康幸執筆]、 「特集 ・住民

訴訟制度の課題 と展望」法律のひろば第55巻8号(2002年8月)所 収の各論文、地方 自治制度研究会編

『Q&A地 方 自治法平成14年 改正のポイン ト』(ぎょうせ い ・2002年)81頁 以下、地方 自治制度研究会編

『改正住民訴訟制度逐条解説』(ぎょうせい ・2002年)等 。2002年 の法改正をふまえた住民訴訟制度全般

については、園部逸夫編 『住民訴訟』最新地方自治法講座4(ぎ ょうせい ・2002年)を 参照。

(3)包 括的な検討 として、参照、常岡孝好 「環境住民訴訟の現状 と課題」森島=大 塚=北 村編 『環境問

題の行方』ジュリス ト増刊(有 斐閣 ・1999年)ll5-123頁 。

(4)安 本典夫、判例評論第489号16ー21頁(判 例時報第1685号202-207頁 。以下は判例評論の頁で引 く)。

(5)引 用、雄川一郎 「訴えの利益と民衆訴訟の問題一主観的訴の利益の拡大 とその限界に関する一般理

論への試論一」(1976年)『 行政争訟の理論』(有斐閣 ・1986年)290頁 。

(6)参 照、木佐茂男 「住民訴訟」杉村敏正編 『行政救済法1』(有 斐閣 ・1990年)354頁 以下。 もっとも、

こうした立場が、ただちに法人の原告適格の承認 に結びつ くものではない。 このことは、訴権の相続

を否定する見解 との対照において明瞭にされる(356頁)。

(7)参 照、佐藤英善 『住民訴訟[地 方自治法242の2]の 実務 と理論』(学陽書房 ・1986年)78頁[佐 藤執筆]。

(8)参 照、成田頼明 「住民訴訟(納 税者訴訟)」 田中二原=柳 瀬編 『行政法講座 第3巻 行政救済』(有斐

閣 ・1965年)209頁 。前置される住民監査請求提起の主体 となることで、原告適格が容認 される。大和

勇美 「住民訴訟の諸問題」鈴木=三 ヶ月監修 『実務民事訴訟講座9行 政訴訟 皿 ・労働訴訟』(日本評

論社 ・1970年)56頁 。

(9)こ のアプローチの代表的な典拠は、本訴類似のケースとして 「競輪問題を考える会」の原告適格が

問題に された 「東村山市迷惑料歳入組み入れ事件」控訴審判決東京高判昭和55年12月22日(行 集第31

巻第12号2615頁)の 判批、鈴木庸夫、自治研究第58巻3号(1982年3月)136頁 である。 この点につ き、

山下淳 「住民訴訟の原告適格 下被告適格」園部逸夫監修 ・編著 『住民訴訟』実務 ・自治体財務の焦点

4(ぎ ょうせい ・1989年)95頁 、藤原静雄 「住民訴訟の当事者」園部逸夫編 『住民訴訟 ・自治体争訟』

実務 ・地方 自治法講座4(ぎ ょ うせい ・1990年)42頁 、藤原静雄 「住民訴訟の当事者[地 自法242条 の

2]」 園部逸夫編 『住民訴訟 ・自治体争訟』新地方自治法講座5(ぎ ょうせい ・1996年)48頁 を参照。

(10)前 掲(9)事 件判決およびその原審である東京地判昭和53年5月31日(行 集第29巻 第5号1111頁)以 降

の展開として とらえることにつき、参照、水谷里枝子 「住民訴訟の提起 とその後の手続」大藤敏編

『住民訴訟』現代裁判法体系28(新 日本法規 ・1999年)90頁 。なお、 ここで水谷判事が説 くように、 自

然人が原告であっても納税義務負担が問われない以上は、あえてここで当該団体の納税義務を取 りあ

げることもないと考えられ る。

(11)参 照、安本前掲(4)判 批19頁 。

(12)参 照 ・引用、安本前掲(4)判 批19頁 。

(13)引 用 ・参照、藤原艀雄 「住民訴訟の当事者[地 自法242条 の2]」 園部編前掲(2)『 住民訴訟』(最新地



方 自治法講座4)53頁 。

(14)山 下前掲(9)論 文96頁 、藤原前掲(9)前 者論文44頁 ・後者論文50頁 、水谷前掲(10)論 文91頁 、藤原

前掲(13)論 文55頁 、田中義信 「原告適格」大藤敏編 『裁判住民訴訟法』(三協法規出版 ・1988年)276一

277頁 等を参照。

(15)引 用、木佐前掲(6)論 文356頁 。

(16)さ らに木佐前掲(6)論 文356頁 は、「悪意の住民資格取得 については被告に主張責任があるとしてよ

い。代位によって回復 されるのは住民全体に帰属する財産的価値であ り、偶然の事情によりその回復

の機会が失われ ることは、それまでに原告によ り負担 された紛争処理 コス トを無にするものに他なら

ないか らである」 とす る(同頁)。

(17)引 用 ・参照、増田稔 「同一請求に係る別訴の禁止 と訴訟手続」大藤編前掲(10)書234-235頁 。増田

判事摘示のとお り、①説 を支持する見解 としては、山田洋 「住民訴訟の訴訟手続」園部監修 ・編著前

掲(9)『 住民訴訟』(実務 ・自治体財務の焦点4)116頁 ・122頁がある。 また、石津廣司 「住民訴訟の訴

訟手続き[地 自法242条 の2]」 園部逸夫編前掲(9)『 住民訴訟 ・自治体争訟』(新地方 自治法講座5)295

頁が、民訴法における二重起訴禁止の範囲である同一の 「事件」が訴訟物の同一を意味す るもめと解

されていることとの関連で、千葉地判平成7年2月6日(判 例集未登載)お よびその控訴審東京高判平

成7年ll月30日(判 例集未登載)を 引きつつ地 自法上も訴訟物の同一と記述することか らすれば、ここ
1

で① 説 に 準 拠 す る とみ る こ とは で き る。 ② 説 を 指 示 す る 見 解 と して は 、杉 山 正 己 「別 訴 の 禁 止 」 大 藤

編 前 掲(14)書365-366頁 。

(18)参 照 、 石 津 前 掲(17)論 文297-298頁 。 石 津 弁 護 士 摘 示 の よ うに 、継 続 中 の 訴 訟 へ の併 合 可 能 性 を探

る 見 解 と して 、 大 和 前 掲(8)論 文55頁 お よ び 佐 藤 前 掲(7)書80頁[佐 藤 執 筆]を 参 照 。

(19)引 用 、 安 本 前 掲 注(4)判 批19頁 。

(20)引 用 ・参 照 、安 本 前 掲 注(4)判 批19一20頁 。

(21)同 旨 、安 本 前 掲 注(4)判 批21頁 。

(22)広 島 地 判 昭 和42年4月25日(行 集 第18巻 第4号601頁 、 判 例 タ イ ム ズ 第207号136頁)。 な お 、 最 判 昭

和63年2月25日(民 集 第42巻 第2号120頁)も 同 旨 で あ り 、 共 同 訴 訟 参 加 申 出 期 間 の 基 準 に か か わ る 前

提 と して 、 こ の 点 に 論 及 す る。

(23)引 用 、石 津 廣 司 「住 民 訴 訟 の 訴 訟 手 続[地 自法242条 の2、242条 の3、243条 の2ユ 」 園 部 編 前 掲(2)

『住 民 訴 訟 』(最新 地 方 自治 法 講 座4)307ー308頁 。 石 津 前 掲(17)論 文298頁 の 記 述 も同 様 。

(24)本 件 評 釈 と して 、 さ しあ た り、 大 久 保 規 子 「財 務 会 計 行 為 と先 行 行 為 一1日 校 長 事 件 」 磯 部=小 幡

=・斎 藤 編 『地 方 自治 判 例 百選[第3版]』 別 冊 ジ ュ リス ト(有 斐 閣 ・2003年)180ー181頁 を 参 照 。

(25)参 照 、木 佐 前 掲(6)論 文372ー373頁 お よび 同378頁 註 釈(4)、 常 岡 前 掲(3)論 文116-118頁 お よび

同121頁 註 釈(11)。

(26)な お 、本 訴 以 後 に第4号 請 求 に お け る 埋 立 法 上 の免 許 の 原 因 行 為性 が 認 め られ た 事 案 と して 、 大 島

波 浮 港 に つ い て の 東 京 地 判 平 成13年10月23日(判 例 時 報 第1793号22頁)が あ るbそ の 判 批 と して 、 日野

辰 哉 、 自 治 研 究 第79巻 第10号(2003年10月)147ー155頁 を参 照 。 本 件 は 、 控 訴 審 東 京 高 判 平 成14年4月

11日 に お い て 原 審 支 持 で 確 定 して い る。

(27)引 用 ・参 照 、 金 子 芳 雄 『住 民 訴 訟 の 諸 問 題 』(慶 磨 義 塾 大 学 法 学 研 究 会/慶 慮 通 信 ・1985年)108-110

頁[初 出 は 、 市 原=杉 原 編 『公 法 の 基 本 問題 』 田上 喜 寿 記 念(有 斐 閣 ・1984年)所 収 「住 民 訴 訟 覚 え 書

き 」]。

(28)参 照 、 芝 池 義 一 「住 民 訴 訟 の 対 象 」 佐 藤=清 水 編 『憲 法 裁 判 と行 政 訴 訟 』 園 部 古 稀 記 念(有 斐 閣 ・

1999年)605頁 の 註 釈(11)。 芝 池 教 授 は 、 木 佐 教 授 の 所 論[木 佐 茂 男 「住 民 訴 訟 の 対 象 」 民 商 法 雑 誌 ・

第82巻6号(1980年)795頁]お よ び 金 子 教 授 の 所 論[金 子 前 掲 注(27)書58-61頁 。 初 出 は 「住 民 訴 訟 の

実 体 的 検 討 」 雄 川 一 郎 編 集 代 表 『公 法 の 理 論 ・中 巻 』 田 中 古 稀 記 念(有 斐 閣 ・1976年)所 収]を 引 く。

確 か に こ こ で の 論 点 は 、 ひ い て は 「財 務 会 計 上 の 行 為 」 概 念 の 意 義 そ れ 自体 を め ぐ る 問 題 に もか か わ



ることになる。

(29)参 照、安本前掲注(4)判 批20ー21頁 。いわゆる 瞳 法性の承継」理論 と 「公定力」の問題、そこで

の 「法主体 ・機関」の問題 を論ずるにあたって安本教授は、関教授の所説ないしは整理 を引く。参照、

関哲夫 『住民訴訟論[新 版]』(勁草書房)70-112頁 。なお、以下本文においても断るが(ま た、安本教

授 も言及するよ うに)、 このくだ りは、直接には4号 請求についての問題 としてふれ られるものであ

る。

〈30)前 掲註釈(29)に 同じ。関教授の所論 と金子教授の所論 とを明瞭に しながら整理する、安本教授の整

理が至当であるが、 とくに関教授は、ここで請求の性質 と先行行為の性質 とを考慮す る。 つま り、
"先行行為が非財務的行為でかっ行政処分"で ある場合の問題 として論 じる

。1号 請求のケースにあ

っては、「差止の対象 となる当該行為が違法か否かではなく差止請求権の存否が訴訟物 となる」 こと

からすれば、結局、先行行為の 「行政処分」性によって、「重大かつ明白な瑕疵によ り無効 とされる

場合 を除き」とい う表現を用いなが ら、「公定力」理論が引き合いに出されることになる。また、「違

法な先行行為が行政処分でない場合であっても、それが無効ではなく、地方公共団体が相手方に対 し

て後行行為の履行義務 を負 うときは、後行行為が違法であるにもかかわ らず、その差止請求は成立 し

ない」 とする(参照 ・引用、関前掲(29)書 とくに100ー101頁)。

(31)引 用 ・参照、安本前掲注(4)判 批21頁 。

(32)埋 立法第4条 第3項 および第5条 規定の 「同意」「権利ヲ有スル者」にかかわ り、埋立免許 により

権利を侵害 される漁業者 ・漁業権者 の原告適格性については、一定の判例理論の蓄積がみ られる。参

照、「臼杵市埋立免許取消事件」福 岡高判昭和48年10月19日(行 集第24巻 第10号1073頁 、判例時報第

718号9頁)、 「沖縄CTS事 件」那覇地判昭和50年10月4日(判 例時報第791号17頁 、判例 タイムズ第

327号174頁)、 「姫路LNG訴 訟」神戸地判昭和54年11月20日(行 集 第30巻 第11号1894頁 、判例時報第

954号17頁)、 「志布志湾事件j鹿 児島地判昭和60年3月22日(判 例時報第1151号3頁 、判例タイムズ第

566号228頁)、 「伊達火力事件」最判昭和60年12月17日(判 例時報第1179号56頁 、判例 タイムズ第583号

62頁)。 各々については、さしあた り、森島・=淡路編 『公害 ・環境判例百選』別冊 ジュリス ト(有斐閣

・1994年)所 収の、高橋信隆、古城誠、荏原明則、大西有二、岡村周一による判批を参照。

(33)引 用 ・参照、金子前掲注(27)書142ー145頁[初 出は、法学研究第53巻 第12号(1980年12月)所 収 環

境(行 政)訴 訟覚え書き」]。

(34)引 用 ・参照、阿部泰隆 『行政訴訟改革論』(有斐閣 ・1993年)67一68頁 。前掲註釈(32)と の関係でみ

ると、阿部教授は、「埋立免許により権利 を侵害 される漁業権者な どは免許 の取消訴訟による機会を

与えられていることであり、埋立権者の地位の安定も衡量すると、民事差止訴訟は認めるべきではな

かろう」と説き、「漁業を営む権利に基づ く妨害排除として、埋立免許による埋立て工事の差止めを

求めることはできない とした判例(青 森地判昭和61年11月11日 判例 自治30巻78頁)」 を示す(67頁 およ

び81頁 「補注3」)。

(35)磯 野弥生 「織田が浜最高裁判決をめ ぐって」環境 と公害第23巻 第4号(1994年4月)60頁 を引いたが、

他の多 くの論者 もこうした理解を採 るものと思われる。なお、あわせて、磯野弥生 職 田が浜埋立住

民訴訟判決をめぐって」公害研究第18巻 第4号(1989年4月)16ー21頁 も参照。後者判批は、第一審松

山地判昭和63年11月2日(判 例時報第1295号27頁)後 の評釈であるが、とくに 「織田が浜事件」におけ

る公金支出原因行為の違法性をめぐる問題 について論及するものである。

(36)当 該事案にかかる調査研 究の成果である、竹中勲 「織 田が浜埋立と住民訴訟」 自治研究第62巻 第1

号(1986年1月)69一87頁 を参照。また ここで、矢野真之 「織田が浜の埋立 と埋立差止訴訟」公害研究

第14巻 第1号(1984年7月)2-8頁 お よび、矢野真之 「織田が浜の埋立問題」環境 と公害第27巻 第4

号(1998年4月)59一60頁 も参照。

(37)不 可能 とみることについての説得的な理由は思いあた らない。参照、畠山武道 「海浜埋立てをめぐ

る訴訟の現段階」公害研究第15巻 第2号(1985年1α 月)46頁 。



(38)荏 原教授による評釈上の要約を引用 した。参照 ・引用、荏原明則 『公共施設の利用 と管理一海浜 と

道路を中心に一』(日 本評論社 ・1999年)126-127頁[初 出はジュリス ト・第1060号 「下級審 ・時の判

例」欄所収判批(1995年2月)]。

(39)引 用、荏原前掲(38)書127頁 。

(40)「 織田が浜訴訟」に限れば、荏原前掲(38)書126頁 は、差戻審高松高裁判決における本文掲載の第1

号違反の判断基準(要 件)① ～⑤が第一審松山地判昭和63年11月2日 と類似 していると説 く。 「織 田が

浜訴訟」のなかでも、いわば厳格なメル クマールを示 した とみることができる両判決に依拠 しても、

第1号 違反をめぐる具体的な裁量統制には立ち入れないわけである。両判決における問題点も含めて、

差戻審高松高裁判決に至るまでのすべて判決に論及する論考 として、富井利安 「織 田が浜埋立訴訟判

決の問題点と課題一 差 し戻 し審高松高裁判決 に接 してー」人間 と環境第20巻 第3号(1995年2月)179

ー189頁 を参照。

(41)引 用、荏原前掲(38)書126東 。

(42)引 用、荏原前掲(38)書126頁 。

(43)荏 原前掲(38)書126頁 を引いたが、荏原教授はここで、由喜門真治教授の本件第一審判批[判 例地方

自治第67号(1990年4月)99ー101頁]上 の見解 に依拠する。 豊喜門教授は、要件および効果の各要素に

ついての裁量の有無に論及するが、要件については、ここで共地収用法第20条 第3号 の参照 も指示す

る。他方、効果については、「裁量の有無 を判断する実益はない。そこでの考慮を1号 要件の判断に

含 めることができるか らである」 として、「以上か らす ると埋立免許 は、裁量の余地はあるが法規裁

量と解すべきであろ う」 と説 く(参照 ・引用、由喜門判批、判例地方 自治第67号101頁)。

(44)埋 立免許におけるこうした司法審査のあ りかたについて早 くから論及するものとして、参照、原田

尚彦 「公物管理行為と司法審査ー 自然公物の利用権 と環境権に関連して一」田中二郎編集代表 『公法

学研究 ・下』杉村章三郎古稀記念(有 斐閣 ・1974年)と くに579ー582頁 。

(45)こ こでの詳細には立ち入 らないが、本件では、「人格権 ・環境権」とい う並列標記の意味、「福岡市

民」とい う 「人格権 ・環境権」の主体性、「環境住民訴訟」において当該権利に言及する意義などを問

題 にすることができるのではないだろうか。

なお、ここでとくに 「環境権」をめ ぐる比較的最近の文献 として、大塚=石 野=北 村=中 谷=淡 路

=松 浦 「〔セ ミナー座談会]環 境権」ジュ リス ト第1247号(2003年6月)所 収、畠山武道 「環境権、環境

と情報 ・参加」法学教室第269号(2003年2月)所 収、佐々木雅寿 「環境保護 と憲法上の課題一環境権

に基づ く憲法訴訟の可能性 をめ ぐって一 」松本=西 谷=佐 藤編 『環境保護 と法一 日独シンポジ ウム

ー』(信山社 ・1999年)所 収 を参照。

(46)引 用、阿部泰隆 「海浜の埋立てと保全」 自治研究第56巻 第11号(1980年11.月)41頁 。

(47)引 用、荏原前掲(38)書128頁 。

(48)参 照、淡路剛久 「海岸の埋立 と環境の保護 に関する法的側面一川崎の場合を中心にー」公害研究第

12巻第4号(1983年4月)と くに31一33頁 。伊藤和子 「公有水面法の沿革」成田=西 谷編 『海 と川 をめ

ぐる法律問題』(河中自治振興財団/良 書普及会 ・1996年)と くに60-62頁 。さらに 目を転 じれば、ここ

での措置上の問題 として、新規の干拓 もしくは海浜埋立におけるいわゆる 「ミティゲーシ ョン」が、

「免罪符」化す ることも警戒 しなければな らないだろ う。 ここで瀬戸内法における埋立免許基準法定

化の必要性 についても論及する、阿部泰隆 「環境立法にお ける法律学の寄与可能性」阿部=水 野編

『環境法学の生成 と未来』山村古稀記念(信 山社 ・1999年)と くに33頁 以下および43頁 以下を参照。

(49)こ の点に関 しては、東京地判平成13年10月23日 についての前掲註釈(26)日 野判批153一154頁 の考え

方に賛同したい。

(50)堀 良一 「博多湾人工島埋立事業公金支出差止訴訟 について(上)」 福岡の暮 らしと自治(福 岡県 自治

体問題研究所)第248号(1998年8月)1一4頁 、安東毅 「博多湾人工島埋立事業公金支出差止訴訟につ

いて(下)」 福岡の暮 らしと自治第249号(1998年9月)1-3頁 、また、15号 事件原告 ら弁護団 「博多



湾人工島埋立事業公金支出差止訴訟 ・判決の評価について」(1998年4月7日)を 参照。

(後注)【 注 ・註釈】掲載のURLは 、2003年12月 の時点で確認 しているものである。

【付 記 】

本稿は、1999年6月 に開催された 「第64回 九州公法判例研 究会」(於 ・九州大学)に おける報告に基づ き、

その後、再検討を加 えた成果である。研究会報告に先立って、原告の一人である安東毅氏か ら訴訟資料等の

提供を受けた。記 して御礼を申し述べる。


